
いのだろうか？
日本のバーは、欧米の

酒場文化を基礎に百数十
年に亘って築き上げられ
てきた「文化」であると
私は確信してきた。イギ
リスのパブやフランスの
カフェと同じように。日
本の為政者にとっては違
うらしい。

休止するにせよしない
にせよ、外出自粛であらゆる飲食業やサービス業が大変な
思いをしている状況からみれば些細な話である。むしろ

「バーはキャバレー、ナイトクラブとは違う！」などと口角
泡を飛ばす方が間違っているのかもしれない。人の心の影
に寄り添う「夜の文化」の代表に（居酒屋でなく）バーが
位置付けられたことを誇るべきかもしれない。

多くのバーテンダーの声なき声に突き動かされる気分で
このような詰まらない文章を書いた。読者諸氏には大変申
し訳ない。

唯、休業しているバーにも補償や支援が行き届き、災禍
が収束して再開することを祈るのみである。何十年続いた
good barも潰れてしまえばそれまでである。

 専務理事　日塔 貴昭

この連載コラム、この2020年の春に起きていることにつ
いて書かないわけにはいかない。
「バーに行けなくて残念ですね」という声を多方面から

頂く。もちろん残念ではある。が、私のことはともかく、
行きつけのバーの店主は、いずれも悩みに悩み、腹をくくっ
て休業という厳しい選択をしている。感染力が強く、治療
法が未知で医療態勢を崩壊の危機に追いやる新ウイルスの
脅威から社会を守るためのギリギリの選択である。

そんななか、2020年３月30日の都知事会見での「バー
やナイトクラブなど接待を伴う飲食店に行くことは当面お
控えいただきたい」という発言には強い違和感を覚えた。
クラブやキャバクラといった風営法上の「接待」を行う飲
食店とバーの区別がついていないのか？　仮に「接客」の
言い間違いとしてもオーセンティック・バーの接客は、他
の飲食店のそれとどう違うのか？

そのモヤモヤは、同４月10日に東京都から発表された緊
急事態措置の内容で鮮明になった。特措法施行令第11条
すなわち「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその
他これらに類する遊興施設」に該当する休止要請リストに
バーは記載されていた。バーは「遊興施設」ということで
ある。他方で、居酒屋を含む飲食店、喫茶店などは社会生
活を維持するうえで必要な「食事提供施設」に分類されて
いた。大勢での会話が多い居酒屋と、一人もしくは少人数
で静かに飲むバーのどちらが「密接な会話」のリスクが高

バーのある人生（６）
詰まらない文章

とある有名オーセンティック・バーに
掲げられた張り紙

これからの時代、法人としてESGにどう向き合うのか、非常に難しい問いかけ
である。会社によってステークホルダーの趣向は異なるし、BtoBやBtoCの事
業モデル、得意のセグメントなどにより、ESG投資の位置づけ、コストとリター
ンの考え方も違う。顧客の選好が環境配慮を意識してどのあたりまで経済合理性
を超越するのか見通すのも困難だろう。理想と現実のギャップを見定め、可能な
範疇で最大限の対策を講じても、まだまだ不十分、と言われることもある。
それでも世界のESGへの関心は高まり続け、今の取り組みに加えて、過去に

関しても「ESGに対する当時の判断や取り組みが妥当だったのか」と振り返って
レビューされ、それが企業価値の一部を成す時代が到来している。過去と現在の
対処が、企業の価値に直結し、その時々の判断や取り組みを問われる時代になり
つつある。ESGをどのようにとらえて、どこまで対処するのか。こうした問に対
して、企業はステークホルダーから理解を得られる解を、時代に即して準備して、
ESGの流れを会社が飛躍する好機として活用する、そうしたスタンスが求められ
るのだろう。

� 総務部長　田丸伸介
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